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 公務員関係判例研究会 令和７年度 第１回会合 議事要旨 

 

１．日時 令和７年５月 15 日（木）15:00～17:00 

 

２．場所 中央合同庁舎第８号館６階 623 会議室及び web 会議 

 

３．出席者 

  （会  員）秋山弁護士、阿部弁護士、石井弁護士（座長）、石川弁護士、植木弁護士、

川本弁護士、木村弁護士、佐藤法務省訟務局付、鈴木弁護士、竹田弁護士、

中井弁護士、西脇弁護士、野下弁護士、本田弁護士、峰弁護士、山田弁護

士（五十音順） 

  （事務局）内閣官房内閣人事局 野村内閣審議官、松本内閣参事官、石田調査官、小

林争訟専門官、福島専門職 

 

４．議題：最近の裁判例の評釈 

面接試験、勤務実績、健康診断結果等により総合的に選考判断される公立学校

再任用教職員採用選考における合否の判断に当たって、任命権者の裁量権の逸

脱又はその濫用があるか争われた裁判例 

 

５．議論の概要 

(1) 最初に、会員の一人から、次のとおり、議題に関する報告が行われた。 

ア 「損害賠償請求事件（福井地裁令和４年３月 23 日判決・以下「一審判決」といい、

名古屋高裁金沢支部令和５年３月 15 日判決・以下「本判決」という。）」は、県立

高校に勤務していたＸ（被控訴人・原告）が、①平成 29 年度県公立学校再任用教職

員採用選考（以下「本件再任用選考」という。）においてＹ（控訴人・被告）の設

置する県教育委員会（以下「県教委」という。）がＸを再任用しないとした行為（以

下「本件不合格決定」という。）は、裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違

法なものであり、②県教委が平成 29 年度臨時的任用講師又は非常勤講師の採用に

おいて、福井県公立学校講師等登録申込書の提出を促さなかった行為及び平成 30 年

度臨時的任用講師又は非常勤講師の採用において、Ｘと面接しなかった行為は、Ｘ

が本件臨時的任用講師等として任用される機会を違法に奪ったとして、Ｙに対し、

国家賠償法１条１項に基づき損害賠償（逸失利益、慰謝料及び弁護士費用）を求め

た事案である。 

イ 事実経過 

昭和 54 年４月 Ｘが中学校の教諭として勤務開始 

平成 25 年 

３月 Ｘが福井県立Ｂ高等学校の校長から、生徒指導に当たり不適切な指導が

あったとして注意を受ける。 

４月 Ｘが「体罰等不適切指導を行った教職員に対する研修会」の受講を命令

される（以下「本件研修強制事件」という。）。  

平成 28 年 
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（月日不明）Ｘが、本件研修強制事件につき、民事調停、国賠訴訟を提起 

７月 30 日 公益社団法人全国高等学校文化連盟感謝状 

11 月 25 日～12 月２日 ４回にわたって退職教員向けセカンドライフセミナー

を実施 

11 月 30 日～12 月 27 日 本件再任用選考の募集期間 

平成 29 年 

１月 25 日 本件再任用選考の面接 

２月３日 福井県高等学校文化連盟功労賞を受賞 

２月 28 日 県教委教育長は、Ｘに、再任用の希望に添えない旨の通知を送付 

３月 25 日 満 60 歳の誕生日 

３月 31 日 定年退職 

福井県教育委員会表彰 

４月７日 Ｘが福井県公立学校等登録申込を行う（結果は不採用） 

４月 11 日 別件訴訟事件が終了（担当裁判官が遺憾の意を表明する裁判所所

見＋Ｘが請求放棄）） 

ウ 県教委の教職員人事評価制度の概要とＸに対する従前の人事評価 

○ 業績評価と能力評価の２つ 

○ 評価期間は、４月１日から翌年３月31日までの１年間 

○ 教職員の評価者は、第１次評価者は教頭、第２次評価者は校長 

○  校長は、教職員の評価結果をまとめて、県教委に提出 

① 業績評価 

○ 目標管理の手法*1により、業績を５段階で絶対評価*2 

○ 業績評価の期間は、4月1日から9月30日までの中間評価期間と、10月1日から

翌年3月31日までの年度末評価期間がある。 

② 能力評価 

○ 教職員が、職務で発揮した能力を把握した上で行う勤務成績の評価 

○ 発揮した能力の程度を評価項目に従い、５段階
*3
の絶対評価で評価 

 
*1  教職員が自ら目標を設定して遂行し、自己評価をした上で、評価者が評価を行う方法 
*2 評価基準は以下のとおり（本判決） 

Ｓ（２０点）「目標をはるかに上回る成果をあげた。」 

Ａ（１５点）「目標を達成し、期待された以上の成果をあげた。」 

Ｂ（１０点）「概ね目標を達成した。【標準】」 

Ｃ（５点） 「目標を達成できなかった。」  

Ｄ（０点） 「目標をはるかに下回った。」 
*3  Ｓ（２０点）「具体的評価内容にある行動を確実に行っており、特に優秀な能力発揮状況である。」 

  Ａ（１５点）「具体的評価内容にある行動をいつも行っており、能力を十分発揮した。」 

  Ｂ（１０点）「具体的評価内容にある行動を概ね行っている。【標準】」 

  Ｃ（５点）「具体的評価内容にある行動をあまり行っておらず、能力を十分発揮していない。」 

  Ｄ（０点）「具体的評価内容にある行動をほとんど行っておらず、能力がほとんど発揮されていない。｣ 
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○ 年度末に自己評価をした上で、第１次及び第２次評価者において評価 

③ 総合評価 

○ 業績評価の２回分の点数の平均値と能力評価の点数の平均値を求める。 

○ この総合点が85点以上が「Ｓ」、70点以上が「Ａ」、30点以下が「Ｃ」、15

点以下が「Ｄ」、それ以外が「Ｂ」となる。 

④ Ｘの従前の人事評価・賞罰・懲戒処分歴等 

○ Ｘの平成28年度の評価は、業績評価の中間・年度末評価、能力評価、総合評

価は、いずれも「Ｂ」 

○ Ｘは、福井県高等学校文化連盟・高等学校教育研究会美術部会の代表理事を

務め、公益社団法人全国高等学校文化連盟感謝状（平成28年7月30日）、福井県

高等学校文化連盟功労賞（平成29年2月3日）、福井県教育委員会表彰（同年3月

31日）を受賞 

○ 懲戒処分歴なし 

○ Ｘは、平成25年３月、当時在籍していた高等学校の校長から不適切な指導が

あったとして注意を受け、同年４月頃には「体罰等不適切指導を行った教職員

に対する研修会」の受講を命令されたことについて、平成28年、Ｙを相手方と

して民事調停（以下「別件民事調停」という。）、訴訟（以下「別件訴訟」と

いう。）を提起。 

→ 別件訴訟は、平成29年４月11日、「担当裁判官が遺憾の意」を表明するなど

の裁判所所見を述べたことを受けて、Ｘが請求放棄して終了 

エ 本件再任用選考の判断基準について 

○ ①勤務実績、②面接の合計200点満点で絶対評価した上で、健康診断結果（点数

評価されない）等により総合的に選考 

① 勤務実績 

○ 配点は100点で、校長が評価を行う。 

○ 評価項目は５つ(職務遂行能力、責任感、積極性、協調性、勤務態度) 

○ 各項目20点の配点（Ａ評価が20点、Ｂ評価が10点、Ｃ評価が０点）、５項目

で合計100点 

② 面接 

○ 配点は100点で、３名の面接官が評価 

○ １人の受験者の面接時間は５分程度 

○ 各面接官が20点満点(Ａ評価が20点、Ｂ評価が15点、Ｃ評価が10点、Ｄ評価が

５点、Ｅ評価が０点)で評価し、３名の合計点を1.67倍して100点満点で評価 

○ 評価の観点は、「態度、服装」、「明朗さ、積極性、リーダー性、後輩へ

の指導力」、「責任感、誠実性、協調性」、「判断力、表現力」、「職務に

ついての意欲、教育観」の５項目 

オ 本件再任用選考におけるＸの評価 

本件再任用選考におけるＸの評価点は、以下のとおり、30点（200点中） 

① 勤務実績 

○ 校長によるＸの勤務実績の評価は、100点満点中30点（内訳は「職務遂行能力」、

「積極性」、「勤務態度」がＢ（10点）、「責任感」及び「協調性」がＣ（０

点）） 
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○ なお、Ｙは、一審では、100点満点中30点であることのみ開示し、項目別の評

価を開示していなかった。 

② 面接評価 

○ 面接官３名のＸの評価は、いずれも「Ｅ」評価（０点）で、面接評価の合計

は100点満点中０点 

カ 本件再任用選考における面接の状況 

○ 面接は、十数名の面接官が手分けをして実施し、そのうちＸを面接した面接官

は、Ｄ、Ｅ及びＦの３名 

・Ｄは、別件民事調停や別件訴訟に、県担当者として複数回出席 

・Ｆは、上記調停当時、県教育庁学校振興課長で、調停についてＤから報告を受け

る立場 

○ 本件面接の当日、面接前に、面接官とは別の担当者と個別面談が行われ、Ｘは

第１希望としていた小学校教諭の常時勤務を希望しない旨を回答 

キ 再任用制度について 

(ｱ) 「国家公務員の雇用と年金の接続について」〔平成25年3月26日閣議決定〕 

国家公務員については、平成25年３月26日、定年退職する職員が再任用を希望

する場合、「再任用する」とすることで、国家公務員の雇用と年金を確実に接続

することという閣議決定（以下「本件閣議決定」という。）がなされた。 

① 定年退職する職員の再任用 
定年退職する職員が再任用を希望する場合、当該職員の任命権者は、退職日

の翌日、国公法81条の４又は81条の５の規定に基づき、当該職員が年金支給開

始年齢に達するまで、常時勤務を要する官職又は短時間勤務の官職に当該職員

を再任用するものとする。 

② 能力・実績主義と再任用しない者の要件 

再任用職員も含めた職員全体のモチベーションの維持向上と意欲と能力の

ある人材の最大限の活用の観点から、能力・実績に基づく信賞必罰の人事管理

を徹底するとともに、そのための環境を整備する。再任用を希望する者が国公

法38条又は78条の規定に基づく欠格事由又は分限免職事由に該当する場合に

は、上記①は適用しない。 

③（その他） 

地方公務員の雇用と年金の接続については、各地方公共団体において、本決

定の趣旨を踏まえ、能力・実績に基づく人事管理を推進しつつ、地方の実情に

応じて必要な措置を講ずるよう要請する。 

(ｲ) 「地方公務員の雇用と年金の接続について」〔平成25年3月29日総行高第2号総

務副大臣通知〕 

総務副大臣は、本件閣議決定を受けて、平成25年３月29日、地公法59条及び地

方自治法245条の４に基づき、「地方公務員の雇用と年金の接続について」と題す

る通知を発した。 

「１ 定年退職する職員が再任用を希望する場合、当該職員の任命権者は、退

職日の翌日、地公法28条の４又は28条の５の規定に基づき、当該職員が年金支給

開始年齢に達するまで、常時勤務を要する職又は短時間勤務の職に当該職員を再

任用するものとすること。」 
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「２ 国において、再任用職員も含めた職員全体のモチベーションの維持向上

と意欲と能力のある人材の最大限の活用の観点から、能力・実績に基づく信賞必

罰の人事管理を徹底するとともに、そのための環境を整備することとされたこと

を踏まえ、各地方公共団体においても、公正かつ客観的な人事評価システム等を

活用し、また、これが未整備の地方公共団体については、その構築に早急に取り

組み、能力・実績に基づく人事管理の推進を図られたいこと。再任用を希望する

者が地公法16条又は28条の規定に基づく欠格事由又は分限免職事由に該当する

場合には、上記１は適用しないこと。」 

(ｳ) 福井県の再任用、定年に関する条例について 

① 福井県職員等の再任用に関する条例（平成 12 年 12 月 25 日福井県条例第 111

号） 

② 福井県職員等の定年等に関する条例（昭和五十九年七月十日福井県条例第四

十号） 

 

(2) テーマ裁判例の判事内容 

ア 争点 

本件における争点は、下記の争点①から争点④までがあるが、判決（一審判決、

本判決とも）では、争点①についてＸの主張を認め、争点②及び③については「仮

にこれらの点についてＸの主張が認められたとしても、第一次的請求により認めら

れる損害額を超える損害が発生したものとは考え難いことからすれば、これらの争

点については、いずれも判断するまでもない」として、判断をしていない。 

① 県教委の本件不合格決定が国家賠償法上違法か（争点①） 

② 県教委が、平成29年度臨時的任用講師等の採用において、福井県公立学校講師等

登録申込書の提出を促さなかった行為が国家賠償法上違法か（争点②） 

③ 県教委が、平成30年度臨時的任用講師等の採用において、福井県公立学校講師等

登録申込書を提出したＸと面接しなかった行為が国家賠償法上違法か（争点③） 

④ Ｘの損害の発生及びその額（争点④） 

以下においては、争点①についてのみ検討する。 

イ 本判決の要旨「県教委の本件不合格決定が国家賠償法上違法か」 

 【結論】「本件不合格決定は違法と評価されるべきである」 

(ｱ) 違法性の判断枠組み 

○「再任用制度は、定年等により一旦退職した職員の任期を定めて新たに採用す

ることができる制度であって、任命権者は採用を希望する者を原則として採用

しなければならないとする法令等の定めはない。また、任命権者は成績に応じた

平等な取扱いをすることが求められると解されるものの（地方公務員法13条、15

条参照）、採用候補者選考の合否を判断するに当たり、従前の勤務実績等をどの

ように評価するかについて規定する法令等の定めもない。これらによれば、採用

候補者選考の合否の判断に際しての従前の勤務実績等の評価については、基本

的に任命権者の裁量に委ねられているものということができる。」 

○「もっとも、任命権者に裁量権があるといっても、任命権者に恣意的で不合理

な選考をすることができる裁量権があるわけではないから、本件不合格決定に

至る選考が著しく不合理である場合や恣意的である場合など、本件不合格決定
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の判断が客観的合理性や社会的相当性を著しく欠く場合には、県教委による裁

量権の範囲の逸脱又はその濫用があったというべきであり、さらに、かかる裁量

権の範囲の逸脱や濫用がなければ被控訴人が合格することができたと認められ

る場合には、当該判断は違法と評価されるべきことになるものというべきであ

る。」 

○「最高裁平成30年判決は、公立学校における再雇用職員採用選考又は非常勤職

員採用選考等に関し、「再任用制度等において任命権者が有する上記の裁量権の

範囲が、再任用制度等の目的や当時の運用状況等のゆえに大きく制約されるも

のであったと解することはできない」と判示するが、この判決も、任命権者に恣

意的で不公正な選考をすることができる裁量権があると判示するものではない

から、上記のとおり解することの妨げにはならない」 

○一審判決の違法性の判断枠組みは、後記のとおり、本判決により修正されて

いる。 

(ｲ) 本件再任用選考の過程の違法性判断 

○「Ｘには中学校及び高校での教師として相当年数の勤務経験があり、特に、前

後期中等教育段階での美術教育の分野において、高い実績を上げて内外で高い

評価を受けているといえる者であり、少なくとも中学校における教育について

活用すべき十分な知識、経験があったものと認められる。」 

○「Ｘが本件面接に先立つ個別面談において、小学校勤務を第１希望とすること

を取り消していたにもかかわらず、担当面接官の３人中２人は、Ｘが第１希望と

した小学校での勤務を中心とした面接評価を行ったというのであり、そうであ

れば（もっとも、このような供述自体が多分に後付けの弁解であるにすぎない可

能性もある。）、Ｘが第２希望とした中学校での勤務に係る面接評価は十分にさ

れなかったものといえる。」 

○「中学校教諭として豊富な知識と経験を有し、特に美術教育の分野における高

い業績と評価を有し、かつ、再任用において中学校の職務をも希望していたＸに

ついては、小学校での勤務のみならず中学校での勤務についての知識や経験等

に関する評価を十分に行うことが必要であったというべきであるにもかかわら

ず、本件面接においてこれを行わなかったことについては著しく合理性を欠く」 

○「本件不合格決定に至る選考は、Ｙとの間で紛争を起こしたＸを再任用しな

いことを意図した、恣意的で不合理な選考であり、県教委の裁量権の範囲を逸

脱するものであったと認めるのが相当」 

(ｳ) 本件不合格決定の違法性判断 

○「上記のような恣意的で不合理な選考ではなく、当時の校長Ｃによる正常な勤

務実績評価及び本件面接における３人の面接官による正常な評価がなされてい

れば、Ｘが本件再任用選考において合格していたかについて検討する。」 

○「本件面接の際に、Ｘが第２希望とした中学校教諭としての適性が正常に審査

されていれば、少なくとも標準のＣ評価がなされていたと考えられ、本件面接の

Ｘの得点は少なくとも50点であると推認される。」 

○「また、平成28年度の人事評価における、５段階中の３番目の評価である標準

の「Ｂ」評価と矛盾しない勤務実績評価がなされていれば、これも50点(５つの

評価項目いずれも「Ｂ」評価）を獲得することができたと推認される。」 
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○「そして、Ｙの開示した得点分布の状況に照らして、Ｘは合格可能な得点圏

内に入っていたものと認められるから、本件不合格決定は違法と評価されるべ

きである。」 

(ｴ) Ｙの主張に対する判断 

① 面接評価の対象となる学校について 

【Ｙの主張】「第２希望以下が選択できるのは勤務形態が複数ある職種であ

り、Ｘが第２希望とすることができたのは小学校の短時間勤務の教諭である

から、それが書かれていない以上、第１希望の職種を中心に面接評価を行っ

たことには何ら問題はない。」 

【本判決】 

「本件再任用選考の募集要項や本件審査申込書等を見ても、本件再任用選考

において一つの校種での職務しか希望できない旨の明示的な記載はないので

あり、再任用希望者が、再任用された場合に希望する職務として複数の校種

での職務を希望することは可能であったものと解される。そのため、再任用

希望者が複数の校種での職務を希望した場合、その希望の全てについて再任

用の適否を十分に面接評価すべきであると解され、本件再任用選考において

は、Ｘの希望した全ての校種での職務について再任用の適否を評価すべきで

あった。」 

② Ｘの面接評価の低さについて 

【Ｙの主張】「Ｘの本件面接での話は、理論のみを並べ立て、経験に基づく

具体的な指導例等が出てこなかったこと、Ｘの話からは、児童生徒の自主性

や感性を軽んじた方法で授業を行おうとする様子がうかがわれたこと、Ｘは

自己中心的で、考え方も偏っていたこと等を指摘し、本件面接において低い

評価を受けた。」 

【本判決】 

○「本件再任用選考においては、面接官らの中で採点基準が具体的に共有

されていたことが明らかとはいえず、面接の評価がＥとなる人数の割合等

も明らかではないが、少なくとも面接官の一人であるＤの認識において

は、Ｅ評価とされる者はごく少数であることからすれば（証人Ｄ）、３名

の面接官がＥ評価、すなわち、全く点数を付けることができない状況とい

うのは、極めて異常な状況であったと考えるほかはない。」 

○「面接官であったＤ、Ｅ及びＦの各供述内容によっても、そのような異

常な状況であったことをうかがわせる具体的な事実は何ら認められず、か

えって、前記認定事実によれば、Ｘは、本件面接時に服装や態度に大きな

問題があったとはいえず、受け答えについても、応答に窮すること等はな

かったものと認められる。さらに、Ｘは、平成 28 年度の人事評価は業績

評価、能力評価及び総合評価でいずれもＢ評価を得ており、定年退職する

まで懲戒処分歴もなかったことからすれば、Ｘが教員として、大きな問題

があったとは認められないのであって、本件面接時においてのみ、他の教

員と比較して特に劣るとの評価を受けるような状態であったとも考え難

い。」 



8 
 

○「Ｄ及びＦは、本件研修強制事件に係る別件民事調停や別件訴訟にＹ側

として関与していたというにもかかわらず、本件面接当日に総勢十数名い

たという面接官のうち、この２名が同席してＸに対する面接を一緒に担当

しているのであり、敢えてこの２名を外すといった配慮は全くされていな

いことをも考慮すれば、本件面接において、恣意的な評価がなされたので

はないかという疑いも当然に生じるところであり、少なくとも、客観性や

公平性の確保された合理性のある判断であるとは認め難い。」 

○「一方、本件再任用選考において、Ａ高校の当時の校長であるＣがした

Ｘの勤務実績評価は、３段階評価で、５項目中、２項目が０点である

「Ｃ」、残りの３項目が「Ｂ」であるため、100 点満点中の 30 点にすぎ

なかったものであるが、かかる低評価は、同じくＣが行った中間評価、年

度末評価、能力評価及び総合評価がいずれも５段階評価の中位である

「Ｂ」であったＸの平成 28 年度の人事評価の結果とかい離しているとい

わざるを得ない。そして、Ｃが原審においてＸの評価の理由を証人として

証言することについて、これを証言することが公共の利益を害し、または

公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがある場合（民訴法 191 条２項）

に当たるとは認め難いにもかかわらず、Ｙが監督官庁としてその尋問を承

認しないことを表明し（Ｙ代理人作成の令和３年８月２日付「人証採否に

ついての意見書」）、尋問事項から除外せざるを得なかった（第 17 回弁

論準備手続調書）ため、このようなかい離が生じたことの理由は明らかと

なっていない。」 

○「Ｃが、Ｘに対する平成 28 年度の人事評価と本件再任用選考における勤

務実績評価との間にかい離を生じさせるような事件や事情もないと供述し

ていることからすると、引用して説示した一審判決「事実及び理由」欄の

第２の３(3)記載の別件民事調停や別件訴訟を起こしたＸを再任用させな

いために、勤務実績評価において 100 点満点中 30 点という低評価をした

との疑念を抱かざるを得ず、Ｃに対してＸの評価の理由の証言を求めるこ

とができなかった以上、上記疑念を払拭することはできない。」 

ウ 一審判決と本判決の比較 

本判決は、一審判決の結論を維持しているが、控訴審におけるＹの主張を踏ま

えて理由付けを変更している。 

(ｱ) 再任用判断の違法性判断の枠組みについて 

【Ｙの主張】｢一審は、再任用判断の違法性判断の枠組みについて、過去の最高

裁判例と異なる判断枠組みを用いた判断をしており、誤っている。｣ 

【本判決】「再任用に関する任命権者である県教委の裁量権の範囲が一定程度

狭まっているとの一審の説示は相当でない」 

○平成 25 年度採用者から平成 29 年度採用者までの、Ｙにおける再任用希望

者に対する採用率は、５年間平均で 68.75％ 

○平成 25 年閣議決定及びこれを受けての総務副大臣の要請を受けて、少な

くとも、平成 29 年度の再任用選考の時点で定年後の職員を再任用するか否

かの判断における裁量権の範囲を狭めたような事情は見当たらない。 

○平成 25 年閣議決定及び総務副大臣の要請は、地方公共団体に法的拘束力
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はなく、Ｙが裁量権の範囲を狭めていないことは違法又は不当とはいえない。 

○しかし、県教委の裁量権の範囲が狭まっていなかったとしても、任命権者

である県教委に恣意的で不合理な選考をすることができる裁量権はないし、

裁量権の範囲の広狭にかかわらず、県教委による選考が恣意的で不合理であ

ったと認められる。 

○ 最高裁平成 30 年判決にも反しない。 

(ｲ) 一審判決の事実認定について 

① Ⅹの平成 26 年度、平成 27 年度の成績について 

【Ｙの主張】｢Ｘの平成 26 年や平成 27 年の評価はＤであり、Ｘの過去の勤務

実績は良好ではなかった。」 

【本判決】 

「Ｘの過去の低評価は、別件訴訟の裁判所所見（Ｙも了解している。)でも指

摘されているとおり、生徒からの苦情申出に対し、Ｘとの相互理解を欠いた

ままＸに研修の受講を命じたりし、Ｘとの間で紛争が生じていたことが評価

に影響していることは否定できない。」 

② 本件面接における「主観」的評価について 

【Ｙの主張】｢面接評価が多分に主観を含むものであることは制度上予定さ

れているところ、印象による評価であるからといって合理性が否定されるも

のではない」 

【本判決】「この点、確かに、面接評価が多分に主観や印象によること自体

は否定し難く、その意味で原審の説示は相当といえないから、その点は･･

(中略)･･補正した。」 

③ 本件面接における面接担当者について 

【Ｙの主張】ＤとＦを面接担当者としたのは、例年同様、面接担当者を役職

によって決定したにすぎず、担当者決定の方針は何ら不合理ではない。 

【本判決】 

○「このような者が面接を担当すること自体、客観性や公平性の担保に欠け

ることは事実である。」 

○「面接でＥ評価とされる者はごく少数であり、Ｅ評価が付くような異常な

状況であったことを窺わせる具体的事実はなく、また、Ｘの本件面接時に

服装や態度に大きな問題があったとはいえず、受け答えについても、応答

に窮することはなかったにもかかわらず、Ｘの本件面接の評価が『Ｅ』と

なったことの事情として、客観性や公正性に欠ける者が面接を担当したこ

とを指摘することは相当である。」 

④ 「人事評価」と「再任用評価」の比較について 

【Ｙの主張】｢人事評価は本人が設定した目標の達成度を見るものであり、再

任用制度における勤務実績評価とは異なるから、両者を比較することが無意

味である。」 

【本判決】｢人事評価は、教職員がより適正に配置され、教職員がより公正に

処遇されることをも目的として行われるものであり、かかる目的は再任用の

際の業績評価と異なるものではない。」 

⑤ 「平成 28 年度の人事評価」と「再任用評価」の「乖離」について 
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【Ｙの主張】｢平成 28 年度の人事評価が「Ｂ」であるのに対し、再任用のた

めの勤務実績評価では５項目中「Ｂ」が３個、「Ｃ」が２個なので、そもそ

も大きなかい離はない」 

【本判決】｢人事評価が標準の「Ｂ」であるにもかかわらず、勤務実績評価に

おいて２項目で最低の評価となること自体、大きな乖離といわざるを得な

い。」 

 

(3) 裁判例について 

ア テーマ裁判例で引用された最高裁平成 30 年判決（最高裁平成 30 年７月 19 日第

一小法廷判決・労働判例 1191 号 16 頁）について 

(ｱ) 判示内容 

公立高等学校の教職員が卒業式又は入学式において国歌斉唱の際に国旗に向

かって起立して斉唱することを命ずる旨の校長の職務命令に違反したことを理

由として、教育委員会が再任用職員等の採用候補者選考において上記教職員を不

合格とし、又はその合格を取り消したことは、次の①～④など判示の事情の下に

おいては、裁量権の範囲を超え又はこれを濫用したものとして違法であるとはい

えない。 

① 上記不合格等の当時（平成 21 年当時）、再任用職員等として採用されること

を希望する者が原則として全員採用されるという運用が確立していたとはい

えない。 

② 上記職務命令は、学校教育の目標や卒業式等の儀式的行事の意義、在り方等

を定めた関係法令等の諸規定の趣旨に沿って、地方公務員の地位の性質及びそ

の職務の公共性を踏まえ、生徒等への配慮を含め、教育上の行事にふさわしい

秩序の確保とともに式典の円滑な進行を図るものであった。 

③ 上記教職員の上記職務命令に違反する行為は、式典の秩序や雰囲気を一定程

度損なう作用をもたらし、式典に参列する生徒への影響も伴うものであった。 

④ 上記教職員が上記職務命令に違反してから上記不合格等までの期間は長期

に及んでいない。 

(ｲ) 最高裁平成 30 年判決の評価 

① 最高裁平成 30 年判決の示した判断枠組みについては、 

Ⅰ「定年後の再任用をめぐる過去の紛争において、裁判例は任命権者の裁量権に

関し、裁量権を大幅に尊重する見解（以下裁量尊重説という。）と厳格に解す

る見解（以下厳格説という。）に分かれていた。」 

Ⅱ「定年後再任用の局面での、再任用拒否をめぐる判断枠組みは、裁量尊重説で

決着がついた。本最高裁判決も、･･(中略)･･行政裁量の審査手法としてはいわ

ゆる判断過程審査（「実質的考慮事項審査」）を行ったうえで、任命権者が当

該職務命令違反を重視したことを著しく合理性を欠くものとはいえないと価値

判断したものと解される。」（中町誠・季刊公務員関係最新判決と実務問答第

18 号(2019)(７頁) 

② 一方、両判決が引用する最高裁平成 30 年判決については、以下の評釈がなさ

れていた。 

Ⅰ中町誠・季刊公務員関係最新判決と実務問答第 18 号(2019)(９頁) 



11 
 

○「平成 25 年３月 26 日付閣議決定（「国家公務員の雇用と年金の接続につい

て」）同３月 29 日付総務副大臣通知（「地方公務員の雇用と年金の接続につ

いて」）により、平成 26 年度より、公的年休の支給開始年齢に達するまでの

間の、再任用希望者については、国公法 38 条の欠格事由又は同 78 条の分限事

由（地方公務員については地公法 16 条又は同 28 条）に該当しない限り再任用

される方針が示された。したがって、それ以前の再任用制度に関する本最高裁

判決の判断と比較すれば、平成 26 年度以降の再任用の是非の判断の枠組みは、

裁量権の範囲を大幅に限定する方向で解釈されることになろう（なお本最高

裁判決判例時報 2396 号 30 頁コメント参照）。」 

○「上記閣議決定を踏まえ、国公法 81 条の４の「選考」とは、基本的にこれら

職員をどのポストに再任用するかについて、従前の勤務実績に基づいて判断

すべきという趣旨と解する学説（森岡幸男ほか・逐条国家公務員法〈全訂版〉

706 頁）もある。上記閣議決定等は、法規命令と同視することはできないもの

の、これを受けた条例が制定されればそれに拘束され、条例がない場合も前述

の要綱に関する学説に鑑みると、「欠格事由または分限事由」に該当しないに

もかかわらず再任用しない場合は相応の合理的な理由を要することになろう。」 

Ⅱ最高裁平成 30 年判決の判例タイムズ（1456-51）のコメント 

○「一般に、公務員の任用については、成績に応じた平等な取扱いをすること

が求められる一方で（地方公務員法 13 条、15 条参照）、任用すべき職種や人

数、採用に当たっての判断基準を定めること等は内部事情に通暁した任命権

者に委ねざるを得ないことから、任命権者にそのような観点からの裁量があ

ることについては異論がないものと考えられ、この点は再任用制度等におい

ても同様であると考えられる。 

そして、Ｘらが採用候補者選考への申込みをした再任用制度等については、

採用に係る裁量権を直接的に制約するような法令等の定めはなく、また、採用

に当たって考慮すべき従前の勤務成績についてどのように評価するかについ

てのよりどころとなるような法令等の定めもない。再任用制度等の目的には、

高年齢者の側の利益のみならず、行政の効率的な運営を図ることも含まれて

いるものと解される上、希望者全員が原則として採用されるというものでは
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

なかったという本判決が指摘する当時の運用状況
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

からすると、再任用制度等

における採用について、任命権者の裁量権の範囲が大きく制約されるものと

解することは困難であるように思われる。」 

○「なお、再任用制度に関しては、平成 25 年３月、国家公務員について、定年

退職する職員が年金支給開始年齢に達するまでの間、再任用を希望する職員

については再任用するものとすることで確実に国家公務員の雇用と年金とを

接続するとの方針が閣議決定され（「国家公務員の雇用と年金の接続について」

〔同月 26 日閣議決定〕）、地方公務員についても、上記閣議決定を踏まえ、

同様の措置を講ずることを各地方公共団体に要請する旨の総務副大臣通知が

されており（「地方公務員の雇用と年金の接続について」〔同月 29 日総行高

第２号総務副大臣通知〕）、各地方公共団体においては、上記総務副大臣通知

に沿った運用がされているものとうかがわれる。本件不合格等の当時、この運
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用はまだ開始されていなかったものであり、本判決が、本件不合格等の当時を

含む平成 12 年度から同 21 年度までの間の多くの年度において、新たに採用

されることを希望する者の 90％から 95％程度が合格したなどの事情を摘示し

つつ、希望者全員が原則として再任用職員等に採用されるという運用が確立

していたということはできないことを指摘し、このことをも踏まえた判断を

しているのは、上記のような経緯ないし運用の変遷にも沿うものということ

ができるように思われる。」 

○「なお、･･(中略)･･平成 25 年３月の総務副大臣通知の後、再任用制度はそれ

までとは異なる運用がされるようになっている。そうすると、この運用の変更

後において、本件と同様の職務命令違反を理由とする再任用職員採用候補者

選考の不合格等がされた場合には、本判決が基にしたものとは異なる事情が

あることとなるため、教育委員会の裁量権の逸脱又は濫用の有無については、

当該不合格等の時点における再任用制度等の運用状況等の事情をも踏まえて
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

判断されるべきものである
．．．．．．．．．．．．

ように思われる。」 

イ 最高裁平成 30 年判決後に出された再任用に関する参考判例 

最高裁平成 30 年判決後に出された再任用に関する参考判例として、大阪府立公

立学校の教員であった控訴人（一審原告）Ｘが、卒業式等における国歌斉唱時の不

起立により過去に２度の戒告処分を受けた後国歌斉唱時の起立斉唱を含む上司の

職務命令に従うかどうかの意向確認を受けたものの答えず、その後に定年を迎える

に当たって再任用の選考を申し込んだがこれを不合格とされた大阪高裁令和３年

12 月９日判決（損害賠償請求控訴事件）（令和５年 10 月の公務員関係判例研究会

テーマ裁判例）がある。 

同裁判例では、Ｘを再任用しなかったことは、雇用と年金との接続を図ろうとす

る近時の情勢や同年度の再任用選考において戒告処分より重い減給処分を受けた

教員が合格とされたこと等の事情を踏まえると、客観的合理性や社会的相当性を著

しく欠くもので、裁量権の逸脱または濫用に当たるとして、Ｘの請求が一部認容さ

れた。 

具体的な理由の要旨は以下のとおり。 

(ｱ) 地公法 28 条の４または 28 条の５の規定に基づいてなされた本件通知の趣旨に

対応した再任用制度の見直しが行われ、これに沿う法的対応が国家公務員や民間

労働者についてなされ、その内容が 60 歳から 65 歳の間の無収入期間が発生しな

いように雇用と年金の接続を図るものであり、Ｙにおいては再任用を希望した者

がほぼ全員採用されるという実情があったことからすると、遅くとも、Ｘが再任

用を希望した平成 29 年度の再任用教職員採用選考の頃には、再任用を希望する

教職員には、再任用されることへの合理的期待が生じていたと認められる。 

(ｲ) 上記合理的期待が生じた理由およびその裏付けとなっている社会的な要請か

らすると、この合理的期待は、法的保護に値するものに高まっていたと解するこ

とができ、再任用希望者は、再任用選考において他の再任用希望者と平等な取扱

いを受けることについて強く期待することができる地位にあったと認められる。 

(ｳ) 再任用の可否の判断に際しての従前の勤務成績の評価については、基本的に任

命権者である府教委の裁量に委ねられているものということができるが、遅くと
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も本件不採用の当時においては、他の再任用希望者との平等取扱いの要請に反す

るなど、その裁量判断が客観的合理性や社会的相当性を著しく欠くと認められる

場合には、府教委の判断は、裁量権の逸脱または濫用として違法と評価される。 

(ｴ) 再任用の可否の審査に当たって、過去の懲戒処分歴が重視されることは明らか

といえるところ、過去に戒告処分を受けたにとどまるＸが再任用を「否」とされ、

生徒に対する体罰を繰り返し戒告処分より重い減給１か月の懲戒処分を受けた

者が再任用「合格」とされており、過去の懲戒処分の軽重と再任用の選考結果と

が逆転した状態が生じていることは、Ｘが他の選考対象者との関係で不合理に取

り扱われないという法的保護に値する期待に反するもので、合理性を欠くものと

いわざるを得ない。 

(ｵ) このほか、Ｙの教職員においては、本件不採用の頃には、再任用や再任用更新

を希望する者がほぼ全員採用される実情にあったこと等の事情を勘案すれば、本

件不採用の判断は、客観的合理性や社会的相当性を著しく欠くものとして、裁量

権の逸脱または濫用に当たり、違法というべきである。 

 

(4) 問題意識・考えられる論点 

ア 本判決のような結果になることを回避するため、当局としてどのような点に配慮

すべきであるか 

(ｱ) 本件再任用選考の過程の適正の確保 

① 本判決は、Ⅰ.本件再任用選考の過程の違法性判断とⅡ.本件不合格決定自体の

違法性判断を区別して判断（一審判決は「本件不合格決定の違法性判断」として

１つの項目で判断） 

② 本判決のような結果になることを回避するためには、まずは、再任用選考の結

論に至るまでの「判断過程」が「著しく不合理である場合や恣意的」と判断され

ないように留意する必要がある。 

(ｲ) 申請方法・審査基準の明確化 

① 本件では、第二希望を出す場合に、同一学校内でのみ希望を出すことができる

のか（小学校を第一希望とした場合、第二希望も小学校でないといけないのか）、

異なる学校でも希望が出せるのか（小学校を第一希望とした場合でも中学校を第

二希望とできるのか）について争いが生じた。 

＊Ｙは「本件審査申込書の末尾２行に小さな文字で「勤務形態が複数ある職種については、

第１～第３希望まで選択することができる。」との記載があることを根拠として、第２希

望以下が選択できるのは勤務形態が複数ある職種であり、Ｘが第２希望とすることができ

たのは小学校の短時間勤務の教諭であるから、それが書かれていない以上、第１希望の職

種を中心に面接評価を行ったことには何ら問題はない。」と主張。 

＊本判決は「担当面接官の３人中２人は、Ｘが第１希望とした小学校での勤務を中心とした

面接評価を行ったというのであり、そうであれば（もっとも、このような供述自体が多分

に後付けの弁解であるにすぎない可能性もある。）、Ｘが第２希望とした中学校での勤務

に係る面接評価は十分にされなかったものといえる。」 

□どのようなルールで希望、申請ができるのかについては、最低限、争いのない形

で規定をしておくことが必要 

(ｳ) 訴訟対応、訴訟における主張 
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① 本件では、本判決、一審判決とも当局側の訴訟対応、訴訟における主張の経過

を踏まえ、当局にマイナス方向での評価、推認をしている判示がある。 

Ⅰ 校長による評価の項目別の評価の不開示（控訴審で開示） 

（一審判決）「Ｘに対する校長による勤務実績の評価については、Ｙが項目別

の評価を開示しないので不明であるが、合計点数は 100 点中 30 点であった。」 

Ⅱ 人証調べ後の新たな主張 

「この点、Ｙは、当審における人証調べ後の最終盤になってからにわかに、本

件審査申込書の末尾２行に小さな文字で「勤務形態が複数ある職種については、

第１～第３希望まで選択することができる。」との記載があることを根拠として、

第２希望以下が選択できるのは勤務形態が複数ある職種であり、Ｘが第２希望

とすることができたのは小学校の短時間勤務の教諭であるから、それが書かれ

ていない以上、第１希望の職種を中心に面接評価を行ったことには何ら問題は

ない旨を主張する。しかしながら、上記のようなわずかな記載をもってＹ主張の

とおりに理解することは困難である上、本件再任用選考の募集要項や本件審査

申込書等を見ても、本件再任用選考において一つの校種での職務しか希望でき

ない旨の明示的な記載はないのであり、再任用希望者が、再任用された場合に希

望する職務として複数の校種での職務を希望することは可能であったものと解

される。そのため、再任用希望者が複数の校種での職務を希望した場合、その希

望の全てについて再任用の適否を十分に面接評価すべきであると解され、本件

再任用選考においては、Ｘの希望した全ての校種での職務について再任用の適

否を評価すべきであったといえる。したがって、上記の点にかかるＹの主張は採

用できない。」 

Ⅲ 監督官庁による証人に対する尋問事項の制限(民訴法 191 条２項） 

「本件再任用選考において、Ａ高校の当時の校長であるＣがしたＸの勤務実

績評価は、３段階評価で、５項目中、２項目が０点である「Ｃ」、残りの３項目

が「Ｂ」であるため、100 点満点中の 30 点にすぎなかったものであるが、かか

る低評価は、同じくＣが行った中間評価、年度末評価、能力評価及び総合評価が

いずれも５段階評価の中位である「Ｂ」であったＸの平成 28 年度の人事評価の

結果とかい離しているといわざるを得ない。そして、Ｃが原審においてＸの評価

の理由を証人として証言することについて、これを証言することが公共の利益

を害し、または公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがある場合（民訴法 191

条 2 項*4）に当たるとは認め難いにもかかわらず、Ｙが監督官庁としてその尋問

を承認しないことを表明し（Ｙ代理人作成の令和３年８月２日付「人証採否につ

いての意見書」）、尋問事項から除外せざるを得なかった（第 17 回弁論準備手

 
*4  民事訴訟法第 191 条  

１ 公務員又は公務員であった者を証人として職務上の秘密について尋問する場合には、裁判所は、当該監督官庁（衆

議院若しくは参議院の議員又はその職にあった者についてはその院、内閣総理大臣その他の国務大臣又はその職に

あった者については内閣）の承認を得なければならない。 

２ 前項の承認は、公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがある場合を除き、拒むことが

できない。 
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続調書）ため、このようなかい離が生じたことの理由は明らかとなっていない。」 

なお、民訴法 191 条 2 項の「承認拒絶の要件の判断権者は、裁判所ではなく、

監督官庁である。監督官庁が承認を拒絶する場合、裁判所はこれを受容するほか

ない。」（「コンメンタール民事訴訟法Ⅳ〔第 2版〕第２編／第４章／第 179 条

～第 242 条」183 頁）とされている。 

□訴訟においては、不採用とした判断過程について、裁判所の訴訟指揮を踏まえた、

適時かつ適切な主張立証が必要 

□裁判で明らかにできない場合には、裁判所の判断において、不利な推認がされる

リスクあり 

＊本判決「別件民事調停や別件訴訟を起こしたＸを再任用させないために、勤務実績評価に

おいて 100 点満点中 30 点という低評価をしたとの疑念を抱かざるを得ず、Ｃに対してＸの

評価の理由の証言を求めることができなかった以上、上記疑念を払拭することはできない。」 

＊本判決「本件不合格決定に至る選考は、Ｙとの間で紛争を起こしたＸを再任用しないこと

を意図した、恣意的で不合理な選考であり、県教委の裁量権の範囲を逸脱するものであっ

たと認めるのが相当」 

イ 再任用選考における面接試験や勤務実績評価において、客観性や社会的相当性の

確保された合理性のある判断を行ったといえるために、当局はどういった対応をす

べきか 

(ｱ) 審査担当者の公平性・中立性の確保 

① 本件の事案では「寄りによって」、３名の面接担当者のうち、２名がＸが提起し

た調停・訴訟対応に関係 

② 審査担当者は、可能なかぎり、公平性、中立性が疑われるような事情がない担当

者を当てる。 

Ⅰ 当局との間での争い（調停・訴訟、内部告発、ハラスメント被害など）がある

当事者との関係については、特に留意 

Ⅱ 当局との間で紛争がある場合には、審査対象者から「紛争が理由で恣意的な判

断がされて不採用となった。」と主張される可能性があることを念頭におく。 

Ⅲ 予め審査担当者に、審査対象者と利害関係がないかを確認するなど、公平性、

中立性を保つ方法を検討する。 

(ｲ) 審査過程をできる限り記録化・明確化 

① 審査は、主観的な評価を完全に排除することは困難ではあるが、できるだけ客観

的な指標に基づいて判断する必要あり。 

② 本件では、審査担当者の証人尋問が行われているが、審査担当者が、評価の根拠

について具体的な証言をすることができなかったことも、再任用選考が適正に行

われなかったことの根拠の１つとされている。 

③ 審査担当者が、数年前に実施された審査の具体的な記憶を保持しておくことは

困難な場合もあることから、審査過程をできる限り、記録化しておく（特に審査対

象者について不利益な結論を出す場合） 

(ｳ) 他の再任用者との比較、再任用制度等の運用状況 

① 本件の事案では、「平成 25 年度採用者から平成 29 年度採用者までの、Ｙにおけ

る再任用希望者に対する採用率は、５年間平均で 68.75％」とされ、「少なくとも、

平成 29 年度の再任用選考の時点で定年後の職員を再任用するか否かの判断におけ
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る裁量権の範囲を狭めたような事情は見当たらない。」とされた。 

② 他の再任用者との間で、不平等が生じないか、他の再任用者との比較、再任用制

度等の運用状況を整理しておく必要がある。 

(ｴ) 人事評価の結果と再任用選考の評価の結果の乖離 

① 本件の事案では、Ｘについての退職前の人事評価の結果と再任用選考における

評価の結果が乖離していることが、再任用選考が適切になされていなかったこと

の根拠の１つとされた。 

② 人事評価と再任用選考における評価は、必ずしも一致する必要はないが、大きな

乖離が生じていないか、生じている場合にはなぜそのようになったのか、確認して

おくことが望ましい。 

(ｵ) 今後の対応 

① 本判決では、「採用候補者選考の合否の判断に際しての従前の勤務実績等の評価

については、基本的に任命権者の裁量に委ねられている。」とされているものの、

最高裁平成 30 年判決の判例タイムズ（1456-51）のコメントでは「平成 25 年３月

の総務副大臣通知の後、再任用制度はそれまでとは異なる運用がされるようにな

っている。そうすると、この運用の変更後において、本件と同様の職務命令違反を

理由とする再任用職員採用候補者選考の不合格等がされた場合には、本判決が基

にしたものとは異なる事情があることとなるため、教育委員会の裁量権の逸脱又

は濫用の有無については、当該不合格等の時点における再任用制度等の運用状況

等の事情をも踏まえて判断されるべきものであるように思われる。」とある。 

② 今後、再任用制度等の運用状況等の事情の状況によっては、定年後の再任用希望

者を再任用しない場合には、争われ、訴訟となるリスクが高くなる可能性があるこ

とから、予め、訴訟になった場合に備え、審査担当者の選任過程、判断過程、判断

基準などを裁判所に明確に説明ができるように整理をしておく必要があると考え

られる。 

 

(5) 続いて、会員間の討議が行われた。 

〇 再任用選考における任命権者の裁量権の範囲について、最高裁平成 30 年判決に

おいては任命権者の裁量権を大幅に尊重し、職務命令違反を理由とした再任用選考

における不合格決定をした判断に裁量権の逸脱、濫用はなく違法であるとはいえな

いと判断された一方、平成 25 年閣議決定を受けた後の再任用制度の実務において

は、これまでとは異なる運用がされており、任命権者の再任用の是非の判断枠組み

は、裁量権の範囲を大幅に限定する方向で解釈されていることに留意するべきであ

る。 

○ 裁判所としては、本件再任用選考においてＹから校長Ｃに対して別件民事調停及

び別件訴訟を提起したＸの勤務実績評価を低くする要請があったのではないかと

いう疑問を持っているようであり、校長Ｃに対する尋問においてそうした疑問を解

消することを求めていたのではないかと考えられるが、結果として、校長ＣからＸ

の人事評価をどのような理由で行ったのかといった証言を得られなかったことが

当局側に不利に働いたとも見受けられる。当局としては、Ⅹを不採用とした判断過

程を適時かつ適切に主張立証すべきであったと考える。 

〇 再任用として新たに任用行為を行う場面において、通常の人事評価と違った観点
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から評価をしていいのかという点について、再任用選考における評価が過去の人事

評価の実体を反映していない場合には、当局側に不利となる恐れがあることから、

定年退職等が近づき再任用を希望していることが明らかとなった時点で再任用す

るか否かを見越した人事評価を行うといった戦略も必要ではないか。 

過去の勤務実績や人事評価との整合性を図るという観点から、再任用選考におけ

る面接試験で０点を付けるなどといった極端な採点となる場合には、採点をどのよ

うに行うのかといった事前チェックを行うとともに実際の採点に問題がないかを

検証する事後チェックを行う必要もあるのではないか。 

実務上、職場内の人間関係の悪化を防ぐといった観点から、上司が部下職員を評

価する際に実態よりも良い勤務成績を付ける傾向も見受けられるところではある

が、そのような場合であっても当局として客観的な事実を踏まえて評価したという

説明ができるよう備えておく必要があるのではないか。 

〇 本件再任用選考の違法性判断について、再任用選考の「過程」の違法性判断と「不

合格決定」の違法性判断を分けた理由としては、本判決において「本件不合格決定

の判断が客観的合理性や社会的相当性を著しく欠く場合には、県教委による裁量権

の範囲の逸脱又はその濫用があったというべきであり、さらに、かかる裁量権の範

囲の逸脱や濫用がなければ被控訴人が合格することができたと認められる場合に

は採用候補者選考の合否の判断は違法と評価されるべきことになるものというべ

きである。」とまで言及したことから、２つの判断基準を用いて本件不合格決定は

違法であると評価したのではないかと考える。 

〇 教育委員会のような人材が限られる組織の場合、面接官の代わりがいないなどと

いった問題もあり対応に苦慮されると思われるが、面接を行う場合には事前に再任

用選考の審査基準を明確にした上で、面接時の採点は絶対評価ではなく、例えば集

団の中で相対的にその受け答えが良くないなどといった相対評価をするなどの工

夫が考えられる。また、審査過程を記録する際には、訴訟提起前において行政文書

の開示請求がされたり、訴訟提起後において文書送付嘱託や場合によっては文書提

出命令がされることを想定して記録化するといった対応も重要であると考えられ

る。 

 

(6) 次回会合は、６月 19 日（木）に開催することとした。 

以上 

 

 


